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生活困窮者自立支援事業について 

 

１ 趣 旨 

生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする「生活困窮者自立支援

法」が平成２７年４月１日から施行され、平成２６年７月からモデル実施

している「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」を拡大し、実施

する。 

 

２ 事業内容 

「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」（委託実施）において、

生活困窮者自立支援法に基づく必須事業である自立相談支援事業・住居確

保給付金を実施するとともに、任意事業である就労準備支援事業及び家計

相談支援事業もあわせて実施し、生活困窮者へ一体的な支援を行う。 

平成 26年 7月から市内１か所においてモデル事業として実施しており、

市内３か所（名駅・金山・大曽根）へ拡大。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業実績 

＜モデル事業：平成 26年 7月～平成 27年 3月＞ 

（１）相談件数       （２）相談経路別 

  

 

 

 

 

 

健康福祉局 

平成 27年 8月より 3か所へ 

本人（来所） 88
本人（電話） 75
家族・知人（来所） 5
家族・知人（電話） 6
自立相談支援機関が把握 0
関係機関・関係者紹介 157
合計 331

相談経路


